
令和 5年 8月31日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記《〗）
令和4年（ワ）第 15 1 8 5号 損害賠償請求事件

口頭弁輪終結日 令和 5年 5月11日

判 決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

主 文

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

20 

10 第1 請求

1 被告らは、原告立花に対し、連帯して、 5万円及びこれに対する令和 4年 6

月 16日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

2 被告らは、原告政党に対し、連帯して、 5万円及びこれに対する令和4年 6

月 16日から支払済みまで年 3パーセントの割合による金員を支払え。

15 第 2 事案の概要等

1 事案の概要

本件は、原告政党及びその党首を務めていた原告立花が、被告会社が令和 4

年 6月16日午後 9時 54分から生放送したテレビ番組「報道ステーション」

（以下「本件番組」という。）において、メインキャスターを務めていた被告

が原告立花の発言を妨害するなどし、被告会社が原告らを他の政党の党首

との間で不公平に取り扱ったことなどが、放送法（昭和 25年法律第 13 2号）

により被告会社に認められた編集権を逸脱して原告らの政治活動の自由及び表

現の自由を侵害するものであり、共同不法行為を構成するとして、被告らに対

し、民法71 9条 1項前段に基づく損害賠償として、損害金各 55 0万円の一

25 部である 5万円及びこれに対する不法行為の日である令和 4年 6月16日から

支払済みまで民法所定の年3バーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を
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求める事案である。

2 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに括弧内に記載した証拠 （証拠番

号は枝番号も含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。以下、

単に「前提事実」という。また、以下、断りなく日付を記載する場合には、 令

6 . 和4年を指す。）

(1) 当事者等

ア原告ら

原告立花は、元参議院隊員であり、本件番組の放送当時、原告政党の党

首を務めていた。

JO イ被告ら

15 

被告会社は、テレビジョン放送事業を行う特定地上基幹放送事業者であ

る。

被告 は、被告会社が毎週月曜日から金曜日までの午後 9時54分か

ら午後 11時10分までの間に生放送するテレビ番組「報道ステーショ

ン」において、月曜日から木曜日までのメイ ンキャスターを務める者で

ある。

(2)本件番組の放送に至る経緯

ア 被告会社は、 6月7日、第26回参議院議員選挙が 7月10日に予定さ

れていることを踏まえ、 6月16日の「報道ステーション．」 （本件番組）

20 において党首討論を行うことを企画し、原告立花に対して出演を検討する

ように求めた。 （乙 2、弁論の全趣旨）

その後、本件番組には、被告 等のキャスターのほか、 各国政政党の

党首として、 原告立花、 自由民主党岸田文雄、立憲民主党泉健太、公明

党山口那津男、日本維新の会松井一郎、 国民民主党玉木雄一郎、 日本共

25 産党志位和夫、れいわ新選組山本太郎及び社会民主党福島瑞穂が出演す

るこ とと なった。
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イ 被告会社は、 6月10日、原告政党に対し、本件番組における討論の

テーマが「ウクライナ侵攻をうけての日本の外交• 安全保障」及び「物価

高の中の暮らし・経済」であることなどをメールで通知した。また、被告

な、同月 13日、原告政党を含む、本件番組に出演する国政政党の党

首に対し、特にロシアによるウクライナ侵攻が進行する中で、日本が歩む

べき道につき真正面から考える番組にしたいとの思いを記した書面を送付

した。 （乙 3、4、弁論の全趣旨）

ウ 他方、原告立花は、 6月15日、自身のツイッターアカウントにおいて、

著名な俳優（以下「本件俳優」という。）が未成年者に淫行をした疑いが

10 あるとの問題について、本件番組内で言及することを予告した。また、原

15 

告立花は、同月 16日、自身のYou.Tubeチャンネルにアップロード

した動画において、原告立花が本件俳優の上記問題につきテレビ番組内で

発言することを示唆するタイトルを付し、 「日頃テレビでは流れない情報

をですね、テレビで流してやろうと思っておりますので、皆さんご期待＜

ださい。 」などと発言した。 （甲 4~6、乙 5、6)

本件番組のチーフプロデューサーである （以下「 」とい

う。）らは、 6月16日、原告立花に対し、本件番組における討論テー

マがウクライナ侵攻が波及する二つのテーマ（上記イ参照）であり、か

かるテーマから逸脱する発言を控えるよう求め、仮に逸脱する発言が

2。 あったときには、しかるべく対応ずることもあることを理解するよう求

める旨の書面を送付した。また、 ：は、同日、原告立花に電話をかけ、

上記書面の内容を改めて確認した上で、原告立花が上記テーマから逸脱

する発言をしたと判断した場合には、原告立花の発言の途中であっても

放送をしないことがあり得ることを伝えた。原告立花は、自らが発言す

25 る内容をまとめた原稿を確認してほしいと申し出たが、 はこれに応

じなかった。 （甲 7、1 4) 
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工 被告会社は、本件番組の放送に先立ち、原告政党のスタッフに対して、

被告会社の構内では撮影が禁止されている旨を伝え、放送中は携帯霞話の

電源を切るように求めた。

(3)本件番組の放送中の経緯

ア 被告会社は、 6月16日午後 9時54分、本件番組の生放送を開始した。

各政党の党首は、被告 らキャスターがいるメインスタジオ、被告会社

内の他のスタジオ又は被告会社の外から、本件番組に参加することになっ

たが、原告立花は、上記他のスタジオから参加した。

＇ 
， 
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党首討論の最初のテーマは、ウクライナ侵攻を受けて国民の安全をどう

守るかとされ、発言は 1分程度で行うことが要請された。放送開始から

約20分が経過すると、日本の安全保障の在り方、とりわけ核共有につ

いて議論が展開された。被告 は、原告政党を除く他の 8党の党首が

安全保障や防衛に関する考え等を述べた後、原告立花に対して発言を求
'' ' ＇ 

'''' ＇ 
めた。そうすると、、原告立花は、 「はい。テレビをご覧の皆さん、テレ

15 ビは核兵器に勝る武器です。テレビは国民を洗脳する装置です。テレビ

は国民が知るべき真実を隠しています。」などと発言し始めた。その発

言内容は、別紙のとおりである。 （乙 1、1 0、11) 

イ 原告立花が上記発言を始めてから 30秒余りが経過した頃、被告 は、

原告立花が発言を続ける中で、 「今の発言は討論のテーマに沿ったものと

20 は、おっしゃるとおり、認められません5発言を止めてください。」と述

べた。しかし、原告立花は発言を続けた。原告立花の上記アの発言開始か

ら約 1分が経過した頃、原告立花は、 「はい、ありがとうございました。」

と発言した。その直後、原告立花を中心に映していた映像が、被告 ら

が座っているメインスタジオの映像に切り替わった。 （乙 1、10、11) 

25 ウ原告立花は、上記発言を終えた後、スタジオから退出した。その後、被

告会社は、被告 らキャスターや政党の党首が座っているメインスタジ
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オの背景に、原告立花がいない状態の他のス タジオの映像を映していた。

キャ スターの一人である ウアナウンサーは、 「先ほどN.HK党 （判

決注 ：本件番組の放送当時における原告政党の政党名である。）の立花党

首が発言中でしたけれども、今回の党首討論のテーマから逸脱していると

判断しました。立花党首は自ら退席されま したが、 このまま8党の党首の

皆さんと織論を続けていきます。」と述べ、原告立花につき言及 した。

（乙 11) 

3 争点

(1)被告 及び被告会社の行為について共同不法行為が成立するか。 （争点

10 1) 

(2)原告らに発生した損害及びその数額（争点 2)

4 争点に関する当事者の主張

(1)被告 及び被告会社の行為について共同不法行為が成立するか。 （争点

, ..' ' 

15 

1) 

（原告らの主張）

被告会社は、前提事実のとおり、原告立花に対してのみ前提事実(2)ウの

書面を送付し、テーマから逸脱する発言があった場合はしかるべく対応する

旨を通知したほか、原告らが本件番組の放送に先立ち、テーマから逸脱した

発言とは何かを尋ねても回答しなかったり、原告らに対してのみ録音・撮影

20 を禁止したりした。また、本件番組の放送中においては、原告立花の発言を

1分間で強制的に終了させ、原告立花の退去等について視聴者に対して何ら

説明をしなかった。

被告会社のかかる行為は、原告らを他の政党党首との間で不平等に取り扱

い、適切な対応等をせず、本件番組への出演を妨害、禁止又は拒絶するもの

25 であって、放送法の諸規定に基づき被告会社に認め られる編集権を逸脱し、

原告らの政治活動の自由及び表現の 自由を侵害するものである。被告 氏
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本件番組内において原告立花の発言に介入 し、またその発言を妨害して視聴

者に原告立花の発言を聞こえなく させたことは、その象徴的な行為である6

したがって、被告らのかかる行為については、共同不法行為が成立する。

（被告らの主張）

5 本件番組は、参議院艤員選挙の主要な争点と考えられる 「ウクライナ侵攻

をうけての日本の外交• 安全保障」及び「物価高の中の暮らし ・経済」と い

う二つのテーマに限定して、限りある放送時間内で 9政党の党首の見解を視

聴者に伝えるものとして企画されたものであり、 9政党の党首もその趣旨を

理解して出演している。放送時間内に討論のテーマに沿った各党首の見解の

JO 表明が円滑に行われるようにするため、テーマから逸脱する発言がされない

よう注意を払うことは、表現の自由の一環として保障される放送の自由に基

づく被告会社の編集権の行使として許容されるべきである。

原告立花は、本件番組において、被告会社が原告立花に対して討論のテー

マから逸脱する発言をしないよう要請したことを問題にしようと していたも

15 のであり、原告立花のそのような発言を討論のテーマから逸脱する発言であ

・指摘して制止した被告会社及び被告 の行為は、放送の自由に基づく

編集権の行使として正当なものである。

したがって、被告会社及び被告 ，の行為について、原告らに対する共同

不法行為は成立しない，

20 (2)原告らに発生した損害及びその数額（争点 2)

（原告らの主張）

被告らによる共同不法行為によって原告らが被った損害は、精神的苦痛又

は無形の損害であり、これを慰謝するための慰謝料は、各 50 0万円を下ら

ない。また、本件訴訟の追行に要した弁護士費用相当額は、上記慰謝料額の

25 1割に相当する 50万円である。

（被告らの主張）
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第3

1 

否認し、争う。

当裁判所の判断

争点 1

について

（被告

(1)原告らは、被告

及び被告会社の行為について共同不法行為が成立するか。）

が視聴者をして聴取できなくなる程度に原告立花の発

言に介入し、またその発言を妨害したことについて、被告らに共同不法行為

が成立すると主張する。

しかしながら、前提事実 (3)ア及びイのとおり、本件番組において、被告

｀`は、原告立花が発言を始めてから 30秒余りが経過した頃、 「今の発言

は討論のテーマに沿ったものとは、おっしゃるとおり、認められません。発

言を止めてください。」と発言し、原告立花に対して発言をやめるように呼

び掛けたものの、原告立花は、その後も、 YouTubeにおいて発信をす

ること、政治家の発言にテレビ局が事前に介入することには恐怖を感じるこ

となどの趣旨の発言をした上、発言時間の目安とされfこ約 1分間が経過した

後に「ありがとうございました。」と述べて、発言を終えている。 また、証

拠（乙 10、11) によれば、本件番組の視聴者は、被告 の発言に一部

重なってはいるものの、原告立花の上記発言を聴取することは可能であった

と認められる。そうすると、被告・ が視聴者をして聴取できなくなる程度

に原告立花の発言に介入し、またその発言を妨害したということはできない。

したがって、この点に関する原告らの主張は、採用することができない。

(2) また＜原告らは、被告 釈による介入等も含めて、原告らを他の政党党首

との間で不平等に取り扱い、適切な対応等をせず、本件番組への出演を妨害、

禁止又は拒絶したことについて、被告らに共同不法行為が成立すると主張す

る。

ア しかしながら、前提事実によれば、本件番組は、第 26回参謙院隊員選

挙を間近に控える中、 「ウクライナ侵攻を うけての日本の外交• 安全保障」
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及び I物価高の中の暮らし ・経済」 をテーマとして各国政政党の党首が討

論を行うこと が予定された番組であったと認められる。かかる事実によれ

ば、本件番組に参加する党首は、上記テーマについて討諭を行う ことが求

められており、 上記テーマ以外の事項について自由に発言する ことが許容

5 されているものではなかったという ことができる。このことは、本件番組

に参加した原告政党以外の政党の各党首がそれぞれ上記テーマに沿った発

言をしたこと（前提事実(3)ア、乙 11) によっても裏付けられている。そ

うであるにもかかわらず、原告立花は、本件番組に先立ち、本件俳優の問

題につき言及することなどをツィッターやYouTubeチャンネルで予

10 告したほか（前提事実(2)ウ）、本件番組において上記テーマに直接関係し

， 'ヽ' '

ない発言を始めた（前提事実(3)) ことが認められる。そうすると、原告立

花は、本件番組において、上記テーマ以外の事項について発言することが

予想され、また現にそのような発言を行ったのであるから、被告会社又は

被告 において、本件番組に先立って上記テーマから逸脱する発言を控

15 えるように求め、また本件番組において原告立花の上記発言を制止したこ

とは、本件番組の制作者として本件番組を制作・放映するに当たって必要

かつ相当な行為であったといえるし（放送法 1条、 3条、 4条1項2号4

号、 5条、公職選挙法（昭和 25年法律第 10 0号） 1 5 1条の 3参照）、

原告立花としては、本件番組に参加する者として廿受すべきものであった

20 というべきである。

また、原告政党以外の他の 8政党について上記テーマから逸脱する発言

をすることが予想されたといった事情がうかがわれないことに照らせば、

被告会社が原告らを他の出演者と比較して不平等に扱ったと認めるに足 り

ない。

25 したがって、こ の点に関する原告らの主張は採用すること ができない。

イ また、原告らは、被告会社が、 原告立花が本件番組で発言する内容をま
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とめた原稲を確認する...とrド
'-- Iぃじな力ど戊:'-とや、 いかなる発言が討論の

テーマから逸脱するものであるか事前に明らかに しなかったことを問題に

する。

しかしながら、原告らはあらかじめ本件番組における討論のデーマを知

らされていたのであるから（前提事実(2)イ）、どのような発言が上記テー

マに整合し、あるいは逸脱するかについて、自ら判断することが可能で

あったといえる。そうすると、仮に原告らが主張する上記対応を被告会社

がしなかったからといって、そのことが原告立花の本件番組への出演につ

いての妨害等になったとはおよそ認められない。

10 • したがって、この点に関する原告らの主張は採用することができない。

＇ ，＇ ， 
＇ 

'' ' ＇ 
'''' 
'' ' ＇ 

＇ 

15 

ウ さらに、原告らは、被告会社が、本件番組の開始前に、他の出演者と異

なり、原告政党のスタッフには携帯電話の電源を切らせたことを問題とす

る。しかしながら、被告らの上記行為によって原告らの表現の自由が侵害

される理由は明らかではなく、被告らの共同不法行為の成否を左右しない

というべきであって、この点に関する原告らの主張は採用することができ

ない。

工 その他原告らが主張する諸事情を考慮しても、被告会社の一連の対応が

被告会社の編集権を逸脱 ・濫用して原告らの政治活動の自由又は表現の自

由を侵害し、共同不法行為が成立するとの原告らの主張を採用するこ とは

20 できない。

25 

2 小括

したがって、原告らの請束は、その余の点について判断するまでもなく、い

ずれも理由がない。

第4 結論

以上によれば、原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する こ

ととして、主文のとおり判決する。
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東京地方裁判所民事第 43部

ヽ

裁判長裁判官］ぢ 圧 厄麿
6 

裁判官 杓厖 浩閑迄
_;.- --

10 
裁判官 ／ロ 阿、 松逗）

，
 ，

 ' 
'' ' ' 

'.. ' ， 

. ' ＇ ， 

-10 -



（別紙）

当事者目録

東京都港区

原 告 立 花 孝 志

（以下「原告立花」と いう。）

同訴訟代理人弁護士

同

福

村

永

岡

活

徹

也

也

.'' ， 
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千葉県船橋市本町一丁目 11番29-1 0 1号

JO 原 告 政治家 ，女子 4 8 党

（以下 ＇「原告政党」という。）

同 代 表 者 大 津 綾 香

同訴訟代理人弁護士 福 永 活 也

東京都港区六本木六丁目 9番1号

15 被 告 株式会社テレビ朝日

（以下「被告会社」という。）

同代表者代表取締役 早 河 洋

東京都港区六本木六丁目 9番1号株式会社テレビ朝日内

被 告

20 （以下「被告 jという。）

上記両名訴訟代理人弁護士

同

同

秋

秋

西

山

山

脇

幹

亨

上

男

淳

輔

以
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本件番組における原告立花の発言部分の反訳

2 0 2 2年 9月 8日

被告株式会社テレビ朝日、

上記被告ら訴訟代理人弁護士 西脇亨輔
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2022年 6月16日21時54分から放送された「報道ステーション」 内の
第 26回参譜院隊員選挙に向けた党首討論の原告NHK党党首である原告立花
の発言部分について、下記のとおり反訳しました。

記
【22:I 7: 52】

●被告 （以下「 」）

はい、 NHK党の立花さんにも聞きましょう。

【22:17:55]

●原告立花（以下「立花」） ． 

はい。テレビをご覧の皆さん、テレビは核兵器に勝る武器です。テレビは、国民
を洗脳する装置です。テレビは国民が知るべき真実を隠しています。本日お昼過
ぎ、テレビ朝日のプロデューサーの方からお手紙を頂戴しました。このお手紙に
は、テーマから逸脱する発言は控えていただくようお願い致します。

♦ ； 
はい。

♦立花

万が一そのような発言があった場合は、

あるとご承知おきください。

♦ 

そのとおりですね。

※上記の立花の発言と重なっている。

しかるべく対応させていただく場合も

[22:18:28] 

♦ 

立花さん、今の発言は討論のテーマに沿ったものとは、仰る通り、認められませ

ん。発言を止めてください。
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♦立花
これについて電話をさしあげたところ、スタジオから追い出されますと言われ
ましたので、追い出される前に 自らやめますので、YouTubeで私の発言をさせて
いただきます。 • 
※上記の大越の発言と重なっている。
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♦ 

いや、発言を止めていただきましょう。趣旨にのっとった発言をしてください。
※上記の立花の発言と重なっている

[22: 18 :44】

♦立花
はい、あの一、政治家の発言をテレビ局の方が事前にあれをするなこれをするな
というような介入は、やはり恐怖を感じます。

♦ 

今は、日本の安全保障の話をしています。申し訳ありません。その発言は認めら
れませんのでここで打ち切らせていただきます。
※上記の立花の発言と重なっている

[22: 18:57) 

♦立花

はい、ありがとうございました。

（ここで画面が、原告立花の映像からスタジオ全体の映像に切り替えられる）

[22:18:59] 

♦ 

鏃論を戻しましょう。松井さん。松井さんの意見がですね、かなり前へ、先行し
ている印象があります。

（以後、日本維新の党松井代表とのやりとり）

以，上
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